
参加者の有無を確認する公募手続きに係る参加意思確認書の 

提出を求める公示 

 

平成２１年１２月２日 

 近畿地方整備局 

 琵琶湖河川事務所長 守安 邦弘 

 

次のとおり、参加意思確認書の提出を招請します。 

 

1.  当該招請の主旨 

本業務は、天ヶ瀬ダム再開発事業において新設を予定しているトンネル式放流設備が複雑

な構造であり、既存の天ヶ瀬ダムでも発生が確認されている低周波音の発生機構の解明や放

流水の流況を確認するためには、水理特性を正確に把握する必要があることから、平成１９

・２０年度に実施したトンネル式放流設備の基本構造に係る諸元等を検討した業務において設

計・製作した模型を使用して、トンネル式放流設備からの低周波音の発生について予測及び下

流河道の流況確認等のための水理模型実験等を行うものである。 

本業務の実施にあたっては、大規模かつ特殊な実験設備が必要であること、実験結果の評価・

分析等には高度な技術力が必要であることから、4.の応募要件を満たし、本業務の実施を希望す

る者の有無を確認する目的で、参加意思確認書の提出を招請する公募を実施するものである。 

応募の結果、4.の応募要件を満たすと認められる者がいない場合にあっては、本業務に必要な

技術力、設備・システム、業務実施体制を有している法人等（以下、「特定法人等」という。）

との契約手続に移行する。 

なお、4.の応募要件を満たすと認められる者がいる場合にあっては、特定法人等と当該応募者

に対してプロポーザル方式による技術提案書の提出を要請する予定である。 

 

2.  業務概要 

 (1)業 務 名 天ヶ瀬ダム再開発水理設備設計業務 

 

 (2)業務内容  

①トンネル式放流設備からの低周波音の発生について、以下の確認をするための水理模型実験

の実施 

1)跳水時の低周波音特性 

2)跳水時発生音のトンネル内における伝播特性 

3)低周波音の予測手法の検討 

4)トンネル式放流設備における低周波音の予測 

  ②トンネル式放流設備からの放流による下流河道の流況を確認するための水理模型実験の実施 

③水理模型実験結果の評価・分析 

 

 (3) 履行期限 平成２２年３月２５日 

 

3.  業務目的 

本業務は、天ヶ瀬ダム再開発事業において新設を予定しているトンネル式放流設備について平

成１９・２０年度に実施した基本構造に係る諸元等を検討した水理模型実験に引き続き、当該

業務において設計・製作した模型を使用してトンネル式放流設備からの低周波音の発生につい

て予測及び下流河道の流況確認等を行うものである。 

- 1 -



 

4.  応募要件 

 ・参加意思確認書の提出者に対する要件は次のとおりとする。 

  （1) 基本的要件 

    ① 予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条及び第７１条の規定に該当

しない者であること。 

②  近畿地方整備局（港湾空港関係を除く）における平成２１・２２年度土木関係建設コン

         サルタント業務に係る一般競争（指名競争）参加資格の認定を受けていること。 

    ③ 近畿地方整備局長から、建設コンサルタント業務等に関し指名停止の措置を受けている

期間中でないこと。 

（2）技術力に関する要件 

・ ダム水工に関する高度な専門知識を有していること。 

・ ダムのトンネル式放流設備の水理模型実験の実施に関して、実験内容の企画や実験手法

の決定、実験の品質管理を適切に行うための幅広い知見を有していること。 

・ なお、本業務では、以上の専門知識や知見を踏まえ、以下の能力を有する者であること

を確認する。 

ア）洪水調節ダムやトンネル式放流設備を対象とした水理模型実験及びその評価・分析の

結果の妥当性を適切に判断できる能力。 

イ）ダムの設計施工全般に関する専門知識を有し、安全性や周辺の環境・景観に配慮しつ

つ、コスト縮減に関する提案ができる能力。 

 

（3）設備・システムに関する要件 

・ 天ヶ瀬ダムにおいて新設を予定しているトンネル式放流設備と既存の本体放流設備から

の放流を再現する全体模型実験の実施が可能な屋内水理実験場を有すること。 

・ なお、本業務では、以上を踏まえ、屋内水理実験場として以下の規模及び設備を有する

者であることを確認する。 

ア）縮尺1/40スケールの天ヶ瀬ダムの全体模型が設置でき、円滑な実験が可能な屋内水理

実験場を有すること。具体的には、風雨の影響を受けない屋内に18m以上×12m以上の模

型設置スペースが確保できること。 

イ）新設するトンネル式放流設備用１系統と既存本体放流設備用１系統の合計２系統の給

水施設を有し、各200リットル／秒、合計400リットル／秒の給水が同時に可能で、流量

が安定した状態で連続して運転可能なポンプ設備を備えていること。 

ウ）給水施設及び流量制御施設は、誤差は１％以内で流量の制御が可能で、年１回以上検

定されたものであること。 

エ）正確な水理現象の把握が可能な計測機器として、0.1mm単位で計測可能な水位計、貯

水池内の微流速及び合流部下流の高速流の測定が可能な流速計及び1mm単位で水頭の計

測が可能な圧力計及び1～1,000Hzの間で歪みのない測定が可能な低周波音レベル計を

有し、当該水理模型実験に設置可能なこと。なお、これらは年１回以上検定されたもの

であること。 

 

      (4）業務執行体制に関する要件 

 

・ ダム水工に関する高度な専門知識を有するとともに、ダムのトンネル式放流設備の水理

模型実験の実施に関する幅広い知見を有する技術者を配置出来ること。 

・ ダムの設計施工全般に関する各種基準等の設定背景や根拠を熟知し、適切な技術的判断

- 2 -



- 3 -

やマネジメントが可能な技術者を配置出来ること。 

 

5.  手続等 

  (1) 担当部局 

      〒５２０－２２７９ 

滋賀県大津市黒津４－５－１ 

       国土交通省 近畿地方整備局 琵琶湖河川事務所 経理課契約係 

  ＴＥＬ：０７７－５４６－０８１２（直通） 

   ＦＡＸ：０７７－５４６－０９０６ 

  (2) 説明書の交付期間、場所及び方法 

     ①交付期間 

       平成２１年１２月２日(水)から平成２１年１２月１０日(木)までの土曜日、日曜日

及び祝日を除く毎日、１０時００分から１６時００分まで 

     ②交付場所 

       (1)に同じ。 

     ③交付方法  

       手渡しとする。 

       なお、説明書交付希望者は(1)担当部局へ事前に連絡すること。 

  (3)参加意思確認書の提出期限、場所及び方法 

      ①提出期限 

       平成２１年１２月１１日(金)１４時００分まで  

      ②提出場所 

       (1)に同じ。 

          ③提出方法 

持参又は郵送（書留郵便等記録が残るもの、最終日は１４時００分必着）によるも

のとする。郵送（書留郵便等記録が残るもの以外）及び電送（ファクシミリ）による

ものは受け付けない。 

 

 

6.  その他 

 (1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 

 (2) 関連情報を入手するための照会窓口 5.(1)に同じ。 

 (3) 当該応募者に対してプロポーザル方式による技術提案書の提出を要請する際の提出予定期

限：平成２２年１月５日(火)１６：００まで 

 (4) 上記4.(1).②に掲げる一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない単体企業も上記 

5.(3)により参加意思確認書を提出することができるが、その者が技術提案書の提出者として

選定された場合であっても、技術提案書を提出するためには、技術提案書の提出の時において

、当該資格の認定をうけていなければならない。 

  (5) 詳細は説明書による。 

 

                                                                              以上 

 


